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印旛利根川水防事務組合条例の形式を左横書きに改正する条例  

  昭和６０年２月１３日  

印利水条例第２号  

  

（趣旨）  

第１条  この条例は、この条例施行の際現に公布されている印旛利根川  

水防事務組合条例の形式を左横書きに改正することに関し、必要な事

項を定めるものとする。  

 （規定の準用）  

第２条  印旛利根川水防事務組合条例の形式を左横書きに改正すること

については、条例等により特別な定めがあるものを除くほか、栄町条

例の形式を左横書きに改正する条例（昭和 55 年栄町条例第 45 号）の

規定を準用する。  

   附  則  

この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


